
○
消
費
生
活
用
製
品
安
全
法
施
行
規
則

（
昭
和
四
十
九
年
三
月
五
日
農
林
省
・
通
商
産
業
省
令
第
一
号
）

最
終
改
正
：
平
成
一
九
年
四
月
五
日
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
令
第
一
号

消
費
生
活
用
製
品
安
全
法(

昭
和
四
十
八
年
法
律
第
三
十
一
号)

及
び
消
費
生

活
用
製
品
安
全
法
施
行
令(

昭
和
四
十
九
年
政
令
第
四
十
八
号)

に
基
づ
き
、
並

び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
消
費
生
活
用
製
品
安
全
法
施
行
規
則
を
次
の
よ

う
に
制
定
す
る
。

消
費
生
活
用
製
品
安
全
法
施
行
規
則

(

定
義)

第
一
条

こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
消
費
生
活
用
製
品
安
全
法

(

昭
和
四
十
八
年
法
律
第
三
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。)

及
び
消
費
生

。

「

」

活
用
製
品
安
全
法
施
行
令(

昭
和
四
十
九
年
政
令
第
四
十
八
号

以
下

令

と
い
う
。)

に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
身
体
の
障
害
）

第
二
条

令
第
四
条
第
一
号
ロ
の
身
体
の
障
害
で
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の

は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
視
覚
障
害
で
あ
つ
て
、
長
期
に
わ
た
り
身
体
に
存
す
る
も

のイ

両
眼
の
視
力
（
万
国
式
試
視
力
表
に
よ
つ
て
測
つ
た
も
の
を
い
い
、

屈
折
異
常
が
あ
る
者
に
つ
い
て
は
、
矯
正
視
力
に
つ
い
て
測
つ
た
も
の

を
い
う
。
以
下
同
じ

）
が
そ
れ
ぞ
れ
〇
・
一
以
下
の
も
の

。

ロ

一
眼
の
視
力
が
〇
・
〇
二
以
下
、
他
眼
の
視
力
が
〇
・
六
以
下
の
も

の
ハ

両
眼
の
視
野
が
そ
れ
ぞ
れ
一
〇
度
以
内
の
も
の

ニ

両
眼
に
よ
る
視
野
の
二
分
の
一
以
上
が
欠
け
て
い
る
も
の

二

次
に
掲
げ
る
聴
覚
又
は
平
衡
機
能
の
障
害
で
あ
つ
て
、
長
期
に
わ
た
り

身
体
に
存
す
る
も
の

イ

両
耳
の
聴
力
レ
ベ
ル
が
そ
れ
ぞ
れ
七
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上
の
も
の

ロ

一
耳
の
聴
力
レ
ベ
ル
が
九
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上
、
他
耳
の
聴
力
レ
ベ
ル

が
五
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上
の
も
の

ハ

両
耳
に
よ
る
普
通
話
声
の
最
良
の
語
音
明
瞭
度
が
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト

以
下
の
も
の

ニ

平
衡
機
能
の
著
し
い
障
害

三

次
に
掲
げ
る
嗅
覚
の
障
害

イ

嗅
覚
の
喪
失

ロ

嗅
覚
の
著
し
い
障
害
で
あ
つ
て
、
長
期
に
わ
た
り
身
体
に
存
す
る
も

の

四

次
に
掲
げ
る
音
声
機
能
、
言
語
機
能
又
は
そ
し
や
く
機
能
の
障
害

イ

音
声
機
能
、
言
語
機
能
又
は
そ
し
や
く
機
能
の
喪
失

ロ

音
声
機
能
、
言
語
機
能
又
は
そ
し
や
く
機
能
の
著
し
い
障
害
で
あ
つ

て
、
長
期
に
わ
た
り
身
体
に
存
す
る
も
の

五

次
に
掲
げ
る
肢
体
不
自
由

イ

一
上
肢
、
一
下
肢
又
は
体
幹
の
機
能
の
著
し
い
障
害
で
あ
つ
て
、
長

期
に
わ
た
り
身
体
に
存
す
る
も
の

ロ

一
上
肢
又
は
一
下
肢
の
い
ず
れ
か
の
指
を
末
節
骨
の
一
部
以
上
で
欠

く
も
の

ハ

一
上
肢
若
し
く
は
一
下
肢
の
お
や
指
の
機
能
の
著
し
い
障
害
又
は
ひ

と
さ
し
指
を
含
め
て
一
上
肢
の
三
指
以
上
の
機
能
の
著
し
い
障
害
で
あ

つ
て
、
長
期
に
わ
た
り
身
体
に
存
す
る
も
の

ニ

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
そ
の
程
度
が
イ
か
ら
ハ
ま

で
に
掲
げ
る
障
害
の
程
度
以
上
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
障
害

、

、

、

、

六

循
環
器

呼
吸
器

消
化
器

又
は
泌
尿
器
の
機
能
の
障
害
で
あ
つ
て

長
期
に
わ
た
り
身
体
に
存
し
、
か
つ
、
日
常
生
活
が
著
し
い
制
限
を
受
け

る
程
度
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の



（
報
告
の
期
限
及
び
様
式
）

第
三
条

法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
し
よ
う
と
す
る
者

は
、
そ
の
製
造
又
は
輸
入
に
係
る
消
費
生
活
用
製
品
に
つ
い
て
重
大
製
品
事

故
が
生
じ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
以
内
に
、
様
式
第
一
の

報
告
書
を
主
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

立
入
検
査
の
証
明
書)

第
四
条

法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
職
員
が
立
入
検
査
を
す
る

、

。

場
合
に
お
け
る
同
条
第
三
項
の
証
明
書
は

様
式
第
二
に
よ
る
も
の
と
す
る

(

意
見
の
聴
取)

第
五
条

法
第
五
十
条
第
一
項
の
意
見
の
聴
取
は
、
主
務
大
臣
又
は
そ
の
指
名

す
る
職
員
が
議
長
と
し
て
主
宰
す
る
意
見
聴
取
会
に
よ
つ
て
行
う
。

２

主
務
大
臣
は
、
意
見
聴
取
会
を
開
こ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
期
日
の
十

五
日
前
ま
で
に
、
件
名
、
意
見
聴
取
会
の
期
日
及
び
場
所
並
び
に
事
案
の
要

旨
を
審
査
請
求
人
又
は
異
議
申
立
人
及
び
参
加
人
に
通
知
し
、
か
つ
、
告
示

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

主
務
大
臣
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
学
識
経
験
の
あ
る
者
、

関
係
行
政
機
関
の
職
員
そ
の
他
の
参
考
人
に
対
し
意
見
聴
取
会
に
出
席
を
求

め
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

利
害
関
係
人(

参
加
人
を
除
く
。)

又
は
そ
の
代
理
人
と
し
て
意
見
聴
取
会

に
出
席
し
て
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
意
見
聴
取
会
の
期
日
の
十
日

前
ま
で
に
、
そ
の
事
案
に
つ
い
て
利
害
関
係
が
あ
る
こ
と
を
疎
明
す
る
事
実

を
記
載
し
た
文
書
に
よ
り
そ
の
旨
を
主
務
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

５

主
務
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
を
し
た
者
の
う
ち
か
ら
、
意

見
聴
取
会
に
出
席
し
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
者
を
指
定
し
、
そ
の

期
日
の
三
日
前
ま
で
に
指
定
し
た
者
に
対
し
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

６

意
見
聴
取
会
に
お
い
て
は
、
審
査
請
求
人
若
し
く
は
異
議
申
立
人
、
参
加

人
又
は
こ
れ
ら
の
代
理
人
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
聴
取
会
に
出
席
を

求
め
ら
れ
た
者
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
者
以
外
の
者

は
、
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

７

意
見
聴
取
会
に
お
い
て
は
、
最
初
に
審
査
請
求
人
若
し
く
は
異
議
申
立
人

又
は
こ
れ
ら
の
代
理
人
に
審
査
請
求
又
は
異
議
申
立
て
の
要
旨
及
び
理
由
を

陳
述
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８

意
見
聴
取
会
に
お
い
て
審
査
請
求
人
若
し
く
は
異
議
申
立
人
又
は
こ
れ
ら

の
代
理
人
が
出
席
し
な
い
と
き
は
、
議
長
は
、
審
査
請
求
書
又
は
異
議
申
立

書
の
朗
読
を
も
つ
て
前
項
の
規
定
に
よ
る
陳
述
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

９

審
査
請
求
人
若
し
く
は
異
議
申
立
人
又
は
利
害
関
係
人
の
代
理
人
は
、
そ

の
代
理
権
を
証
す
る
書
類
を
議
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

１
０

意
見
聴
取
会
に
出
席
し
て
意
見
を
述
べ
る
者
が
事
案
の
範
囲
を
超
え
て

発
言
す
る
と
き
又
は
意
見
聴
取
会
に
出
席
し
て
い
る
者
が
意
見
聴
取
会
の
秩

序
を
乱
し
、
若
し
く
は
不
穏
な
言
動
を
す
る
と
き
は
、
議
長
は
、
こ
れ
ら
の

者
に
対
し
、
そ
の
発
言
を
禁
止
し
、
又
は
退
場
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

１
１

議
長
は
、
意
見
聴
取
会
の
期
日
又
は
場
所
を
変
更
し
た
と
き
は
、
そ
の

期
日
及
び
場
所
を
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
聴
取
会
に
出
席
を
求
め
ら
れ

た
者
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

(

条
例
等
に
係
る
適
用
除
外)

。

、

第
六
条

第
四
条(

都
道
府
県
知
事
の
事
務
に
係
る
部
分
に
限
る

)

の
規
定
は

都
道
府
県
の
条
例
、
規
則
そ
の
他
の
定
め
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、

そ
の
限
度
に
お
い
て
適
用
し
な
い
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則

(

昭
和
五
八
年
七
月
三
〇
日
／
農
林
水
産
省
／
通
商
産
業
省
／
令



第
三
号)

こ
の
省
令
は
、
外
国
事
業
者
に
よ
る
型
式
承
認
等
の
取
得
の
円
滑
化
の
た
め

の
関
係
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律(

昭
和
五
十
八
年
法
律
第
五
十
七
号)

の

施
行
の
日(
昭
和
五
十
八
年
八
月
一
日)

か
ら
施
行
す
る
。

附

則

(

昭
和
五
八
年
一
二
月
一
〇
日
／
農
林
水
産
省
／
通
商
産
業
省
／

令
第
七
号)

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則

(

昭
和
六
一
年
五
月
三
〇
日
／
農
林
水
産
省
／
通
商
産
業
省
／
令

第
一
号)

こ
の
省
令
は
、
許
可
、
認
可
等
民
間
活
動
に
係
る
規
制
の
整
理
及
び
合
理
化

に
関
す
る
法
律
第
十
条
の
規
定(

消
費
生
活
用
製
品
安
全
法
別
表
の
改
正
規
定

を
除
く
。)

の
施
行
の
日(

昭
和
六
十
一
年
六
月
二
十
日)
か
ら
施
行
す
る
。

附

則

(

昭
和
六
一
年
九
月
三
〇
日
／
農
林
水
産
省
／
通
商
産
業
省
／
令

第
三
号)

こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則

(

平
成
六
年
九
月
二
八
日
／
農
林
水
産
省
／
通
商
産
業
省
／
令
第

二
号)

こ
の
省
令
は
、
行
政
手
続
法
の
施
行
の
日(

平
成
六
年
十
月
一
日)

か
ら
施
行

す
る
。

附

則

(

平
成
八
年
四
月
一
日
／
農
林
水
産
省
／
通
商
産
業
省
／
令
第
二

号)

こ
の
省
令
は
、
保
険
業
法
の
施
行
の
日(

平
成
八
年
四
月
一
日)

か
ら
施
行
す

る
。附

則

(

平
成
一
二
年
三
月
二
四
日
／
農
林
水
産
省
／
通
商
産
業
省
／
令

第
三
号)

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則

(

平
成
一
二
年
三
月
三
一
日
／
農
林
水
産
省
／
通
商
産
業
省
／
令

第
五
号)

抄

(

施
行
期
日)

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則

(

平
成
一
二
年
九
月
二
六
日
／
農
林
水
産
省
／
通
商
産
業
省
／
令

第
八
号)

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則

(

平
成
一
六
年
二
月
二
七
日
／
農
林
水
産
省
／
経
済
産
業
省
／
令

第
一
号)

(
施
行
期
日)

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
(

平
成
一
九
年
四
月
五
日
／
農
林
水
産
省
／
経
済
産
業
省
／
令
第

一
号)

(

施
行
期
日)



こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
五
月
一
四
日
か
ら
施
行
す
る
。



 
                                （注）※印の欄には記入しないこと。 

※ 管 理 番 号          

※ 受 付 年 月 日           年   月   日 

                    

品名（ブランド名）  
製 品 名  

機種・型式等  
（生産国名：            ） 

事故発生年月日         年   月   日  午前・午後     時頃 

火 災 の 有 無 1.有 2.無 一酸化炭素中毒の有無 1.有 2.無 製品被害の有無 1.有 2.無 

①死亡（ ）名  

②負傷又は疾病（治療に要する期間が 30 日以上のもの）（ ）名 

 

（以下の後遺障害が発生した場合は、該当する障害の延べ人数を記入すること。） 
1.視覚障害（ ）名 2.聴覚又は平衡機能の障害（ ）名 3.嗅覚の障害（ ）名 
4.音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害（ ）名 5.肢体不自由（ ）名  
6.循環器機能の障害（ ）名 7.呼吸器機能の障害（ ）名  
8.消化器機能の障害（ ）名 9.泌尿器機能の障害（ ）名 

③負傷又は疾病（治療に要する期間が 30 日未満のもの）（ ）名 

 

（以下の後遺障害が発生した場合は、該当する障害の延べ人数を記入すること。） 
1.視覚障害（ ）名 2.聴覚又は平衡機能の障害（ ）名 3.嗅覚の障害（ ）名 
4.音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害（ ）名 5.肢体不自由（ ）名  
6.循環器機能の障害（ ）名 7.呼吸器機能の障害（ ）名  
8.消化器機能の障害（ ）名 9.泌尿器機能の障害（ ）名 

人 的 被 害 区 分 

④人的被害なし 
①事実関係 
 
 
 
 
同一機種による類似事故の発生件数：    件（本件を除く。） 
②事故発生の原因 
1.設計不良 2.製造不良 3.使用部品又は材料の不良 4.経年劣化 5.表示の不備  
6.取扱説明書の不備 7.据付・工事の不良 8.その他（         ） 
（以下、詳細を記述すること。） 
 
 
 
 
③事故に係る再発防止の措置 
1.製造の中止 2.輸入の中止 3.販売の中止 4.製品の改良 5.製造工程の改善 
6.品質管理の強化 7.製品の回収 8.製品の点検・修理 9.消費者に注意喚起 
10.表示の改善 11.取扱説明書の改善 12.特に措置しない 13.その他（        ） 

（以下、今後販売する製品及び既販品に係る再発防止措置について、詳細を記述すること。） 
 
 
 
 
④当該事故原因を調査した機関等の名称及び連絡先 
（名称）： 
（連絡先）： 

事 故 内 容 

⑤事故品を保管している機関等の名称及び連絡先 
（名称）： 
（連絡先）： 

報 告 書 



 
（認識した契機）： 
 
 事故を認識した 

契 機 と 日 
（認識した年月日） 

年   月   日  午前・午後     時頃 
●（住所）： 

事故発生場所 
（具体的場所）： 

  
（時期）：   年   月   日 から   年   月   日まで ☆当該機種・型式等

の 製 品 に 関 す る 
製造時期及び数量 

（数量）： 

（時期）：   年   月   日 から   年   月   日まで ☆当該機種・型式等

の 製 品 に 関 す る

輸入時期及び数量 
（数量）： 

（時期）：   年   月   日 から   年   月   日まで ☆当該機種・型式等

の 製 品 に 関 す る

販売時期及び数量 
（数量）： 

  
 行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成１１年法律第４２号）に基づく本報告書の開示請求があった際、

☆印の項目に係る記載内容を開示することについて特段の支障がある場合は、以下の□を黒く塗りつぶすこと。 
□ 行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づく開示請求があった際、☆印の項目に係る記載内容を開示する

ことについて特段の支障がある。 
 

（名称）： 
（報告者の業種）１.製造事業者   ２.輸入事業者 
（届出の有無）１.有（根拠となる法律名：             ）  ２.無 

製造・輸入事業者の 
名 称 及 び 所 在 地 

（所在地）： 
（電話番号）： 
（担当部署）： 
（担当部署電話番号）： 
●（担当者役職）： 
●（担当者氏名）： 
（名称）： 

所属の業界団体名

及 び 同 所 在 地 （所在地）： 
（電話番号）： 

（備考） １ この用紙の大きさは、日本工業規格 A4 とすること。 
２ ●印の項目に係る記載内容（事故発生場所（住所）については、町村以下の部分に限る。）については、行政機関の

保有する情報の公開に関する法律に基づく開示請求があった場合においても原則不開示とするが、法人役員の役職及

び氏名その他既に公表されているものについては開示される。 
 



様式第二（第四条関係）

（表面）

第 号

消費生活用製品安全法第 条第１項の規定による41

立 入 検 査 証

職名及び氏名

写

押出ス 年 月 日生

タンプ

年 月 日交付

真

㊞主務大臣（都道府県知事）

（裏面）

消費生活用製品安全法抜すい

（立入検査）

主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、第41条

その職員に、消費生活用製品の製造、輸入又は販売の事業を行う者の事

務所、工場、事業場、店舗又は倉庫に立ち入り、消費生活用製品、帳簿、

書類その他の物件を検査させることができる。

２ 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その職

員、国内登録検査機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、

書類その他の物件を検査させることができる。

３ 前２項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示

す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

４～７ （略）

８ 第１項又は第２項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認め

られたものと解釈してはならない。

第59条 次の各号のいずれかに該当する者は、３０万円以下の罰金に処する。

一～六 （略）

七 第41条第１項又は第２項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した

者

八 （略）

（備考）用紙の大きさは、日本工業規格 「識別カード－物理的特性」の とX6301 4.5 ID-1
する。


